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第１章 調査の概要 
 

1.1 調査の目的 

 大都市圏では、人口や経済活動の集中により大量の廃棄物が排出されるが、その一方で、

土地が高度に利用されていること等により最終処分場等の処理施設が不足している。 

 この結果、大都市圏の廃棄物は都府県を越えて広域的に移動して周辺地域とのあつれきを

誘因し、廃棄物の受入制限が進む結果となっており、その対策が課題となっている。 

 廃棄物の広域移動を抑制するためには、廃棄物の種類別に社会的に最も負荷の少ない方法

を選択する必要があることから、種類別の排出量、再生利用量、最終処分量等の推計を行い、

その状況を明らかにするとともに、温暖化対策の視点からの分析を行う。 

 

 

1.2 調査の内容 

 既存の統計資料を収集し、それをもとに、一般廃棄物及び産業廃棄物のそれぞれについて、

廃棄物の種類別に再資源化（処理受入量・減量・残さ・再生利用の用途）、焼却処理（処理受

入量・減量・残さ・再生利用の用途）、その他の中間処理（処理受入量・減量・残さ・再生利

用の用途）、最終処分に向かう量の推計を行った。 

なお、一般廃棄物については、容器包装、厨芥類、紙類等のごみ組成別に、また、産業廃

棄物についてはその区分ごとに（循環利用量を把握する上で必要がある場合は細区分ごとに）

処理等の割合を明らかにするものとした。 

実績については、平成 13 年度データを対象として分析を行い、平成 15 年 3 月に策定した

循環型社会形成推進基本計画（以下、「循環基本計画」という。）に示した物質フローに関す

る指標についての進捗状況のとりまとめを行った。 

また、これらの作業によって求められた結果を踏まえて、温暖化対策の観点からの、一般

廃棄物及び産業廃棄物の温室効果ガス排出に係る焼却量及び埋立量の算出を行った。 

 

 

1.3 本調査で用いた用語について 

1) 廃棄物、「等」、廃棄物等 

(1)廃棄物 

 一般廃棄物及び産業廃棄物の排出及び処理量については、一般廃棄物が「一般廃棄物処理

事業実態調査（環境省）」、産業廃棄物が「産業廃棄物排出・処理状況調査（環境省）」にて、

毎年度の状況把握が行われている。 

 この調査で把握されているものを、「廃棄物」とした。 

(2)「等」 

 (1)の廃棄物統計データ以外であって、以下の潜在的な廃棄物（副産物）を、「等」として

把握した。 

  ①事業活動に伴う産業系の副産物であって、有償売却などの行為により廃棄物の処理及
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び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）の廃棄物の定義から除外され

る金属スクラップ、紙くずなど。 

  ②事業活動に伴う産業系の副産物であって、事業系一般廃棄物（廃棄物処理法の業種指

定廃棄物の定義から除外されるもの）であって、市町村等の計画処理量に含まれてい

ない、稲わら、麦わら、もみがら、古紙など。 

(3)廃棄物等 

 廃棄物と「等」を合算したもの。 

 

2)循環利用量と自然還元量 

 循環利用量と自然還元量は、一般廃棄物及び産業廃棄物の統計で用いられている「再生利

用量」を、２つに区分したものである。 

 ①自然還元量 

・農業から排出される稲わら、麦わら、もみがらのうち、直接農地へすき込み利用又

は畜舎敷料に利用後農地に還元されているもの。 

家畜ふん尿のうち、何ら処理されることなく、農地に還元されているもの。 

②循環利用量 

・再生利用量のうち、自然還元以外のもの。 

 

3)廃棄物の区分 

 本調査では、必要に応じて通常の廃棄物の区分の他に、バイオマス系、非金属鉱物系、金

属系、化石系の４種類を用いて表現した。 

 この４種類と通常用いられている廃棄物の区分との関係は、図 1-3-1 のとおりである。 

 

一般廃棄物 紙くず、厨芥、繊維くず、木竹草類、し尿・浄化槽汚泥

バイオマス系 産業廃棄物 有機性汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、家畜ふん尿

「等」 もみがら、稲わら、麦わら

一般廃棄物 ガラスくず、陶磁器土石

非金属鉱物系 産業廃棄物
燃えがら、ばいじん、無機性汚泥、廃酸、廃アルカリ、ガラス陶磁器くず、鉱さい、がれ
き類、その他

「等」 ガラスびん、ばいじん等の有償物

廃棄物等
一般廃棄物 金属くず

金属系 産業廃棄物 金属くず

「等」 金属スクラップ等の有償物

一般廃棄物 ペットボトル、廃プラスチック

化石系 産業廃棄物 廃プラスチック、廃油

「等」 廃油等の有償物  
図 1-3-1 廃棄物等の区分 

 


